
療育手帳制度の概要

１ 概要
知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けや
すくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道
府県知事、指定都市市長又は児童相談所を設置する中核市の市長が交付する。

根拠：療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）
※ 本通知は、療育手帳制度に関する技術的助言（ガイドライン）であり、各都道府県知事等は、本通知
に基づき療育手帳制度について、それぞれの判断に基づいて実施要綱を定めている。

２ 交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付する。

３ 障害の程度及び判定基準
重度（Ａ）とそれ以外（Ｂ）に区分
○重度（Ａ）の基準
① 知能指数が概ね３５以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。

② 知能指数が概ね５０以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

○それ以外（Ｂ）の基準
重度（Ａ）のもの以外

なお、交付自治体によっては、独自に重度（Ａ）とそれ以外（Ｂ）を細分化している場合もある。

４ 交付者数（令和６年度末現在） （令和６年度福祉行政報告例）

1,321,350人
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